
　
小
平
市
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進

計
画
で
は
、
目
標
耐
用
年
数
を
迎
え
る
施

設
に
つ
い
て
、
建
て
替
え
を
行
う
か
、
修

繕
を
行
い
継
続
し
て
使
用
す
る
か
判
断
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
令
和
２
年
度

は
、
小
平
第
十
二
小
学
校
、
小
平
第
十
三

小
学
校
、
十
三
小
学
童
ク
ラ
ブ
第
一
、
小

平
第
一
中
学
校
校
舎
、
小
平
第
二
中
学
校

三
小
学
童
ク
ラ
ブ
第
二
に
つ
い
て
も
、
基

本
計
画
の
中
で
併
せ
て
検
討
し
ま
す
。

▪
小
平
第
十
二
小
学
校
、
小
平
第
一
中
学

校
校
舎
、
小
平
第
二
中
学
校

　
修
繕
を
行
い
、当
面
の
間
、継
続
し
て
使

用
し
ま
す
。

問
合
せ　
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
☎

０４２
（
３
４
６
）
９
５
５
７

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

受

け

取

れ

る

臨
時
交
付
窓
口
を
開
設

２
月
２８
日
、３
月
７
日
の
日
曜
日

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
が
済

み
、
交
付
通
知
書
が
届
い
て
い
る
方
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
受
け
取
れ
ま
す
。

問
合
せ　
税
務
課
（
〒
１８７
︱
８
７
０
１　

小
平
市
役
所
）
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５
２

２
・
９
５
２
３

確

定

申

告

は

４
月
１５
日
（
木
）
ま
で
に

東
村
山
税
務
署

▪
確
定
申
告
書
作
成
の
相
談
受
付

と　
き　
４
月
１５
日
（
木
）
ま
で
の
月
曜

〜
金
曜
日
（
２
月
２３
日
（
火
・
祝
）
を
除

く
）　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
４
時

※
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
。

と
こ
ろ　
東
村
山
税
務
署

※
駐
車
場
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▪
日
曜
日
の
申
告
書
作
成
会
場
開
設
日

と　
き　
２
月
２１
日
（
日
）・２８
日
（
日
）

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
４
時

※
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
。

※
当
日
は
、
国
税
の
領
収
・
納
税
証
明
書

の
発
行
や
電
話
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
。

▪
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
た
申
告
書
の

作
成
・
電
子
申
告

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
印
刷
し
て
そ
の

ま
ま
税
務
署
に
提
出
で
き
る
申
告
書
が
作

成
で
き
ま
す
。
ま
た
、
印
刷
せ
ず
に
、
ｅイ

ー

－タ

Ｔッ

ａク

ｘス

（
電
子
申
告
）
を
利
用
し
て
提

出
も
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

H
検
索　
国
税
庁

問
合
せ　
東
村
山
税
務
署
（
〒
１８９
︱
８
５

５
５　
東
村
山
市
本
町
１
︱
２０
︱
２２
）
☎

０４２
（
３
９
４
）
６
８
１
１

市
民
税・都
民
税（
住
民
税
）

申
告
を
市
役
所
で
受
付

４
月
１５
日（
木
）ま
で
延
長

▪
市
役
所
２
階
で
受
付

日　
程　
▽
３
月
１５
日
（
月
）
ま
で　
午

前
９
時
〜
１１
時
３０
分
、
午
後
１
時
〜
４
時

　
市
役
所
２
階
２
０
１
会
議
室

▽
３
月
１６
日
（
火
）
〜
４
月
１５
日
（
木
）

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時　
税
務
課

（
市
役
所
２
階
）

※
２
月
２０
日
・
２７
日
の
土
曜
日
は
、
午
前

９
時
か
ら
１１
時
３０
分
ま
で
申
告
を
受
け
付

け
ま
す
。

※
提
出
の
み
の
場
合
は
、
問
合
せ
先
へ
送

付
し
て
く
だ
さ
い
。
東
部
・
西
部
出
張
所

の
窓
口
や
、
動
く
市
役
所
で
も
提
出
で
き

ま
す
。

※
期
限
間
近
に
な
る
と
受
付
窓
口
が
大
変

混
雑
し
ま
す
。
早
め
の
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
勤
務
先
か
ら
小
平
市
へ
給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
が
あ
る
方
や
、
税
務
署
へ
確
定

申
告
を
す
る
方
は
、
市
民
税
・
都
民
税
の

申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
確
定
申
告
の
相
談
・
提
出
は
東
村
山
税

務
署
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▪
所
得
が
な
か
っ
た
方
も
申
告
に
ご
協
力

を
　
令
和
２
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方

も
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
申
告
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
非
課

税
証
明
書
の
発
行
や
国
民
健
康
保
険
税
軽

減
の
算
定
資
料
に
す
る
た
め
で
す
。

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

令
和
３
年
４
月
採
用

職
種
・
採
用
予
定
人
数
な
ど　
左
表
の
と

お
り

※
勤
務
時
間
な
ど
、
詳
し
く
は
募
集
要
項

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

提
出
書
類　
採
用
申
込
書
（
縦
４
㌢
㍍
×

横
３
㌢
㍍
の
写
真
を
貼
っ
た
も
の
）、
受

験
票
、
返
信
用
封
筒
（
本
人
の
宛
先
を
記

載
し
、
８４
円
切
手
を
貼
っ
た
も
の
）、
左

表
３
〜
５
の
職
種
は
、
資
格
を
証
明
す
る

書
類
の
写
し

募
集
要
項
・
申
込
書
の
配
布　
３
月
３
日

（
水
）
ま
で
、職
員
課
（
市
役
所
３
階
）、

東
部
・
西
部
出
張
所
で
配
布　

※
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
も
で
き
ま
す
。

申
込
み　
３
月
３
日
（
水
）
ま
で
（
消
印

有
効
）
に
、
提
出
書
類
を
問
合
せ
先
へ
持

参
ま
た
は
送
付

問
合
せ　
職
員
課
（
〒
１８７
︱
８
７
０
１　

小
平
市
役
所
）
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５
１

４

　
当
日
、
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
以
外
の
手

続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
期
限
日
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
受
け
取
っ
て
い
な
い
方
に
は
、
勧
奨
通

知
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
通
知
書
に
書

か
れ
た
取
り
置
き
期
限
日
を
過
ぎ
る
と
、

カ
ー
ド
が
廃
棄
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
保
管
状
況
は
、
問
合
せ
先
へ
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

と　
き　
２
月
２８
日
、
３
月
７
日
の
日
曜

日　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　
市
民
課
（
市
役
所
１
階
）

定　
員　
各
百
８
人

申
込
み　
２
月
２５
日
（
木
）
ま
で
に
、
電

話
で
問
合
せ
先
へ
（
先
着
順
）

問
合
せ　
小
平
市
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
８
４
１

閲

覧

を

休

止

住
民
基
本
台
帳

　
窓
口
が
混
雑
す
る
た
め
、
３
月
１５
日

（
月
）
か
ら
４
月
３０
日
（
金
）
ま
で
、
住

民
基
本
台
帳
の
閲
覧
を
休
止
し
ま
す
。
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
市
民
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
８

０
４予

算
（
案
）
を
公
表

令
和
３
年
度

　
令
和
３
年
度
予
算
（
案
）
と
主
な
事
業

の
概
要
を
公
表
し
て
い
ま
す
。

　
予
算
（
案
）
と
主
な
事
業
は
、
市
政
資

料
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）、
小
平
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

問
合
せ　
財
政
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５

０
４小

平
市
長
選
挙

小
平
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙

投
票
日
は
４
月
４
日（
日
）

　
皆
さ
ん
の
声
を
市
政
に
反
映
さ
せ
る
こ

の
機
会
に
投
票
へ
行
き
ま
し
ょ
う
。
詳
し

く
は
、
市
報
こ
だ
い
ら
市
長
選
挙
・
市
議

会
議
員
補
欠
選
挙
臨
時
号
（
３
月
２０
日

号
）
ま
た
は
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎
０４２

（
３
４
６
）
９
５
７
６

審
議
会
な
ど
の
日
程

　
傍
聴
す
る
方
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
に
配
慮
す
る
た
め
、

マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま

た
、
自
宅
で
検
温
し
、
体
調
不
良
の
方
の

傍
聴
は
お
控
え
く
だ
さ
い
。
会
議
録
は
、

後
日
、
市
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１

階
）
ま
た
は
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

覧
に
な
れ
ま
す
。

▪
図
書
館
協
議
会

と　
き　
３
月
１１
日
（
木
）　
午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　
中
央
図
書
館
３
階
視
聴
覚
室

定　
員　
１０
人

申
込
み　
当
日
、
会
場
へ
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　
中
央
図
書
館
☎
０４２
（
３
４
５
）

１
２
４
６

▪
公
民
館
運
営
審
議
会

と　
き　
３
月
１６
日
（
火
）　
午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館

定　
員　
５
人

申
込
み　
当
日
、午
後
１
時
５０
分
か
ら
、会

場
で
受
付（
申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　
中
央
公
民
館
☎
０４２
（
３
４
１
）

０
８
６
１

国
民
年
金

▪
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
便
利
な
口

座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
を

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
口
座
振
替
や
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
登
録
す
る
こ
と
で
自

動
引
き
落
と
し
が
で
き
ま
す
。

　
す
で
に
登
録
し
て
い
る
方
は
、
納
付
方

法
を
変
更
で
き
ま
す
。

　
令
和
３
年
４
月
分
か
ら
の
前
納
を
開
始

す
る
た
め
の
申
込
み
は
、
２
月
末
日
ま
で

で
す
。

　
詳
し
く
は
、
武
蔵
野
年
金
事
務
所
ま
た

は
各
金
融
機
関
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　
武
蔵
野
年
金
事
務
所
☎
０
４
２

２
（
５６
）
１
４
１
１

今
月
の

２ 月

税

◇
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
第
４

期
）

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第
８
期
）

※
納
付
は
、
３
月
１
日
（
月
）
の
納
期

限
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
市
税
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

の
納
付
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
（
ヤ
フ

ー
公
金
）、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

（
Ｐペ

イ

ビ

ー

ａ
ｙ
Ｂ
）
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
納
税
通
知
書
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

夜
間
納
税
窓
口

２
月
２５
日（
木
）に
開
設

と　
き　
２
月
２５
日
（
木
）　
午
後
５

時
〜
８
時

と
こ
ろ　
市
役
所
２
階
収
納
課
（
入
口

は
庁
舎
北
側
）

※
来
庁
の
際
は
納
税
通
知
書
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

※
夜
間
窓
口
で
は
、
納
税
証
明
書
の
発

行
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ　
収
納
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９

５
２
６

市民税・都民税の申告に
必要な書類

■マイナンバーに係る本人確認書類（通知カード
などの番号確認書類および健康保険証などの身
元確認書類またはマイナンバーカード）
■令和 ３年度市民税・都民税申告書が郵送されて
きた方は、その申告書
■令和 ２年 １月から令和 ２年１２月までの所得を証
明する書類（給与所得者は勤務先が発行した源
泉徴収票、公的年金の受給者は年金支払者から
送付された源泉徴収票、給与・年金以外の所得
のある方は支払調書など）
■社会保険料（国民年金など）の支払額がわかる
もの（源泉徴収票、領収書、控除証明書など）
■生命保険料・地震保険料の控除証明書
■医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細
書」もしくは「セルフメディケーション税制の
明細書」と補てん金額がわかる書類
※セルフメディケーション税制（医療費控除の特
例）による控除を受ける場合は「一定の取組」
を行ったことを明らかにする書類が必要です。
■障害者控除を受ける方は、障害者手帳など
■勤労学生控除を受ける方は、在学証明書や学生
証など

職　
　
種

採
用

予
定

人
数

主
な
勤
務
内
容

応
募
資
格

１
副
校
長
補
佐

１
人
中
学
校
で
の
副
校
長
補
佐
業
務

週
３
〜
５
日
勤
務

２
自
立
支
援
員

１
人
生
活
支
援
課
で
の
生
活
保
護
受
給
者

へ
の
自
立
支
援
業
務

週
４
日
勤
務

人
事
・
職
業
紹
介
な
ど

の
経
験
が
あ
る
方

３
就
学
相
談
員

１
人
就
学
相
談
業
務
、
発
達
検
査
業
務
、

保
育
園
等
へ
の
訪
問
・
幼
児
観
察
、

就
学
支
援
委
員
会
運
営
業
務
な
ど

週
２
日
勤
務

臨
床
心
理
士
ま
た
は
臨

床
発
達
心
理
士
、
公
認

心
理
師
の
う
ち
い
ず
れ

か
の
資
格
を
有
し
、
発

達
検
査
（
Ｗ
ｉ
ｓ
ｃ

Ⅳ
、
田
中
ビ
ネ
ー
Ⅴ
）

の
実
施
お
よ
び
報
告
書

の
作
成
が
可
能
な
方

４
保
育
園
保
育
士

（
半
日
）

３
人
市
立
保
育
園
で
の
保
育
業
務

週
６
日
勤
務
（
午
前
中
の
み
）

保
育
士
の
資
格
を
有
す

る
方

５
高
齢
者
支
援
課
保

健
師

１
人
介
護
保
険
に
係
る
認
定
調
査
・
認
定

調
査
内
容
の
点
検
事
務
及
び
指
導

週
５
日
勤
務

保
健
師
の
資
格
を
有
す

る
方

６
朝
・
夕
保
育
福
祉

員

１
人
小
川
保
育
園
で
の
保
育
業
務
（
夕
方

の
み
）

週
６
日
以
内
（
交
代
勤
務
）

の
建
て
替
え
な
ど
を
判
断
し
ま
し
た
。

▪
小
平
第
十
三
小
学
校
、
十
三
小
学
童
ク

ラ
ブ
第
一

　
小
平
第
十
三
小
学
校
は
、
児
童
数
の
減

少
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
や
将
来
的
な
学
校

の
統
合
の
可
能
性
が
低
い
こ
と
な
ど
か

ら
、
十
三
小
学
童
ク
ラ
ブ
第
一
は
、
在
籍

児
童
数
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
や
老
朽

化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
建
て
替
え

を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

▪
今
後
の
予
定

　
建
て
替
え
を
行
う
こ
と
と
し
た
小
平
第

十
三
小
学
校
は
、
令
和
５
年
秋
ご
ろ
ま
で

の
基
本
計
画
策
定
に
向
け
て
、
複
合
化
に

よ
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
醸
成
を
図
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
検
討
を
始
め
ま
す
。
十

三
小
学
童
ク
ラ
ブ
第
一
と
体
育
館
内
の
十

施
設
の
建
て
替
え
な
ど
を
判
断

小
平
第
十
二
小
学
校
、

小
平
第
十
三
小
学
校

十
三
小
学
童
ク
ラ
ブ
第
一
、

小
平
第
一
中
学
校
校
舎
、

小
平
第
二
中
学
校

令和３（２０２１）.２.２０ 2
人　口	 195,503人	 （40人減）
	 男　96,007人	 （29人減）
	 女　99,496人	 （11人減）
世帯数	93,649世帯	 （11世帯増）

人口と世帯数
令和３年２月1日現在
かっこ内は前月比

◇防災行政無線の内容は専用ダイヤル　☎042（341）0793　　防災・防犯緊急メールマガジンでもお知らせします


